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４－参考

個人番号の利用及び特定個人情報の提供について

１ 目的

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（以下「番号法」という。）においては、条例で定めることにより福祉、保

健若しくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これ

らに類する事務における個人番号の利用及び同一地方公共団体内の他の機関

への特定個人情報の提供ができるとされました。

  このことから、市民の利便性向上や行政事務を効率化するため、番号法に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を制定します。

２ 個人番号の利用の基本的な考え方

 法定事務以外の事務

番号法別表第１の下欄に掲げる事務（以下「法定事務」という。）以外

の事務で個人番号を利用する場合は、次のいずれかに該当する場合としま

す。

ア 法定事務と一体的に実施されるなどの理由で、個人番号を利用しない

と事務の遂行に支障をきたすこととなる場合

  イ 他の行政機関等との間で個人番号を利用した情報の照会・提供を行う

ことにより、市民の利便性が向上する場合

また、市長の機関に係る具体的な法定事務以外の事務（以下「独自事務」

という。）は、次の表のとおりとします。

 事務 

１ 生活に困窮する外国人に対する生活保護法（昭和２５年法律第１

４４号）に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支

給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの 

２ 津市福祉医療費等の助成に関する条例（平成１８年津市条例第１

０４号）による障害者の医療費の助成に関する事務であって規則

で定めるもの 

３ 津市福祉医療費等の助成に関する条例による一人親家庭等の医療
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費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

４ 津市福祉医療費等の助成に関する条例による子どもの医療費の助

成に関する事務であって規則で定めるもの 

５ 津市福祉医療費等の助成に関する条例による妊産婦の医療費及び

健康診査費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

６ 津市福祉医療費等の助成に関する条例による精神障害者の医療費

の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

７ 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に準じて行うがん検診

に関する事務であって規則で定めるもの 

８ 健康増進法に準じて行う健康診査に関する事務であって規則で定

めるもの 

９ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

１０年法律第１１４号）による結核に係る健康診断に関する事務

であって規則で定めるもの 

１０ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による乳児家庭全戸訪

問事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの 

１１ 妊娠出産包括支援事業に関する事務であって規則で定めるもの 

１２ 高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業に関する事務であって規則

で定めるもの 

 番号法別表第２に規定のない情報連携

   市長の機関内において、法定事務を処理のための番号法別表第２に規定

のない情報連携及び独自事務を処理するための情報連携を行えるようにし

ます。また、具体的な情報連携の内容は、次の表のとおりとします。

 事務 特定個人情報 

１ 児童福祉法による障害児通所

給付費、特例障害児通所給付

費若しくは高額障害児通所給

付費の支給又は障害福祉サー

ビスの提供に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護法に準じて行う保護の

実施又は就労自立給付金の支給

に関する情報（以下「外国人生

活保護関係情報」という。）であ

って規則で定めるもの 

２ 身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）による障

生活保護法による保護の実施若

しくは就労自立給付金の支給に
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害福祉サービス、障害者支援

施設等への入所等の措置又は

費用の徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの 

関する情報（以下「生活保護関

係情報」という。）又は外国人生

活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

３ 生活保護法による保護の決定

及び実施、保護に要する費用

の返還又は徴収金の徴収に関

する事務であって規則で定め

るもの 

公営住宅法（昭和２６年法律第

１９３号）による公営住宅（同

法第２条第２号に規定する公営

住宅をいう。以下同じ。）若しく

は住宅地区改良法（昭和３５年

法律第８４号）による改良住宅

（同法第２条第６項に規定する

改良住宅をいう。以下同じ。）の

管理に関する情報又は外国人生

活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

４ 地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）その他の地方税に

関する法律及びこれらの法律

に基づく条例による地方税の

賦課徴収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報、国民健康保

険法（昭和３３年法律第１９２

号）若しくは高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和５７年法

律第８０号）による医療に関す

る給付の支給若しくは保険料の

徴収に関する情報（以下「医療

保険給付関係情報」という。）、

介護保険法（平成９年法律第１

２３号）による保険給付の支

給、地域支援事業の実施若しく

は保険料の徴収に関する情報

（以下「介護保険給付等関係情

報」という。）又は外国人生活保

護関係情報であって規則で定め

るもの 

５ 公営住宅法による公営住宅の 外国人生活保護関係情報であっ
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管理に関する事務であって規

則で定めるもの 

て規則で定めるもの 

６ 国民健康保険法による保険給

付の支給又は保険料の徴収に

関する事務であって規則で定

めるもの 

生活保護関係情報又は外国人生

活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

７ 国民年金法（昭和３４年法律

第１４１号）による保険料の

免除又は保険料の納付に関す

る処分に関する事務であって

規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

８ 知的障害者福祉法（昭和３５

年法律第３７号）による障害

福祉サービス、障害者支援施

設等への入所等の措置又は費

用の徴収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報又は外国人生

活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

９ 住宅地区改良法による改良住

宅の管理若しくは家賃若しく

は敷金の決定若しくは変更又

は収入超過者に対する措置に

関する事務であって規則で定

めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

１０ 老人福祉法（昭和３８年法律

第１３３号）による福祉の措

置又は費用の徴収に関する事

務であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

１１ 母子保健法（昭和４０年法律

第１４１号）による費用の徴

収に関する事務であって規則

で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

１２ 高齢者の医療の確保に関する 生活保護関係情報又は外国人生
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法律による保険料の徴収に関

する事務であって規則で定め

るもの 

活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

１３ 中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号）に

よる支援給付又は配偶者支援

金の支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

１４ 介護保険法による保険給付の

支給、地域支援事業の実施又

は保険料の徴収に関する事務

であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

１５ 障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２

３号）による自立支援給付の

支給又は地域生活支援事業の

実施に関する事務であって規

則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

１６ 子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号）による

子どものための教育・保育給

付の支給又は地域子ども・子

育て支援事業の実施に関する

事務であって規則で定めるも

の 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

１７ 生活に困窮する外国人に対す

る生活保護法に準じて行う保

護の決定及び実施、保護に要

生活保護関係情報、地方税法そ

の他の地方税に関する法律に基

づく条例の規定により算定した
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する費用の返還又は徴収金の

徴収に関する事務であって規

則で定めるもの 

税額若しくはその算定の基礎と

なる事項に関する情報（以下

「地方税関係情報」という。）、

公営住宅法による公営住宅の管

理に関する情報、医療保険給付

関係情報、住宅地区改良法によ

る改良住宅の管理に関する情

報、児童扶養手当法（昭和３６

年法律第２３８号）による児童

扶養手当の支給に関する情報

（以下「児童扶養手当関係情

報」という。）、特別児童扶養手

当等の支給に関する法律（昭和

３９年法律第１３４号）による

特別児童扶養手当の支給に関す

る情報（以下「特別児童扶養手

当関係情報」という。）、同法に

よる障害児福祉手当若しくは特

別障害者手当若しくは国民年金

法等の一部を改正する法律（昭

和６０年法律第３４号）附則第

９７条第１項の福祉手当の支給

に関する情報、母子保健法によ

る養育医療の給付若しくは養育

医療に要する費用の支給に関す

る情報、児童手当法（昭和４６

年法律第７３号）による児童手

当若しくは特例給付（同法附則

第２条第１項に規定する給付を

いう。）の支給に関する情報（以

下「児童手当関係情報」とい

う。）、介護保険給付等関係情報
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又は障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための

法律による自立支援給付の支給

に関する情報（以下「障害者自

立支援給付関係情報」という。）

であって規則で定めるもの 

１８ 津市福祉医療費等の助成に関

する条例による障害者の医療

費の助成に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係

情報、医療保険給付関係情報又

は外国人生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 

１９ 津市福祉医療費等の助成に関

する条例による一人親家庭等

の医療費の助成に関する事務

であって規則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係

情報、医療保険給付関係情報、

児童扶養手当関係情報又は外国

人生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

２０ 津市福祉医療費等の助成に関

する条例による子どもの医療

費の助成に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係

情報、医療保険給付関係情報、

児童手当関係情報又は外国人生

活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

２１ 津市福祉医療費等の助成に関

する条例による妊産婦の医療

費及び健康診査費の助成に関

する事務であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報、地方税関係

情報、医療保険給付関係情報又

は外国人生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 

２２ 津市福祉医療費等の助成に関

する条例による精神障害者の

医療費の助成に関する事務で

あって規則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係

情報、医療保険給付関係情報又

は外国人生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 

 番号法別表第２に規定のある情報連携

   市の同一機関内において、番号法別表第２に規定される範囲で行われる

同法第１９条第７号の規定に基づく他の行政機関等との情報の照会・提供
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と同じ内容の情報連携を行えるようにします。

３ 特定個人情報の提供の基本的な考え方

市長と教育委員会との間で行われる情報の照会・提供について、情報提供

ネットワークを介さずに情報連携を行えるようにします。

また、具体的な情報のやり取りは、次の表のとおりとします。

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

１ 教育委員

会 

子ども・子育て支援

法による子どものた

めの教育・保育給付

の支給又は地域子ど

も・子育て支援事業

の実施に関する事務

で規則で定めるもの

市長 地方税関係情報で

あって規則で定め

るもの 

４ 今後の対応について

津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定に

ついての議案を平成２７年第４回津市議会定例会へ提出する予定です。
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関係資料

○番号法別表第１について

個人番号を利用できる機関と事務を規定している。

【別表第１（抜粋）】

（上欄） （下欄） 

十 都道府県知事

又は市町村長 

予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）による

予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関す

る事務であって主務省令で定めるもの 

十二 市町村長 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者

支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関す

る事務であって主務省令で定めるもの 

十六 都道府県知

事又は市町村長 

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの

法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方

税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関す

る事務であって主務省令で定めるもの 

○番号法別表第２について

 他機関との情報連携を行う情報照会者、情報提供者、特定個人情報の提供を

必要とする事務、提供する特定個人情報を規定している。

【別表第２（抜粋）】

（第１欄） （第２欄） （第３欄） （第４欄） 

情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報 

十八 市町

村長 

予防接種法による給

付の支給又は実費の

徴収に関する事務で

あって主務省令で定

めるもの 

市町村長 地方税関係情報又は住

民票関係情報であって

主務省令で定めるもの 

二十 市町

村長 

身体障害者福祉法に

よる障害福祉サービ

ス、障害者支援施設

等への入所等の措置

市町村長 住民票関係情報であっ

て主務省令で定めるも

の 
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又は費用の徴収に関

する事務であって主

務省令で定めるもの

二十七 市

町村長 

地方税法その他の地

方税に関する法律及

びこれらの法律に基

づく条例による地方

税の賦課徴収に関す

る事務であって主務

省令で定めるもの 

医療保険者

又は後期高

齢者医療広

域連合 

医療保険給付関係情報

であって主務省令で定

めるもの 

都道府県知

事 

障害者関係情報であっ

て主務省令で定めるも

の 

都道府県知

事等 

生活保護関係情報であ

って主務省令で定める

もの 

市町村長 地方税関係情報又は住

民票関係情報であって

主務省令で定めるもの 

厚生労働大

臣若しくは

日本年金機

構又は共済

組合等 

年金給付関係情報であ

って主務省令で定める

もの 

厚生労働大

臣 

失業等給付関係情報で

あって主務省令で定め

るもの 


